
個人情報ファイル簿（単票） 

 

 No. ４ － ３ － ８ 

個人情報ファイルの名称 住民基本台帳管理システム 

行政機関等の名称 富士宮市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民部 市民課 記録係、市民係、各出張所 

個人情報ファイルの利用

目的 

住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する

事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の

簡素化を図り、あわせて、住民に関する記録の適正な管理を図る

ため 

記録項目 別紙参照 

記録範囲 

住民基本台帳法第３０条の４５の表の上欄に掲げる者以外の者、

天皇及び皇族を除いた地方自治法第１０条第１項に規定する住

民のうち自然人のみ 

記録情報の収集方法 
本人・代理人等からの住所の異動届若しくは戸籍届出又は他市・

出入国在留管理庁等からの通知又は実態調査による収集 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
■ 含む       □ 含まない 

記録情報の経常的提供先 

■ 有    □ 無 

※有の場合、提供先 

静岡県企画広報部情報統計局統計調査課及び出入国在留管理庁 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

名称 市民部 市民課 記録係 

所在地 富士宮市弓沢町１５０番地 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令等による訂正

及び利用停止に係る特別

の手続等の有無 

□ 有    ■ 無 

※有の場合、法令名及び該当条項 

 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□ 法第 60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第 21 条第７項に該当する

ファイル 

■ 有    □ 無 

備考  

 



別紙（住民基本台帳管理システム：記録項目） 

 

１宛名番号、２住民票コード、３個人番号、４世帯番号、５氏名、６生年月日、７性別、

８続柄、９住民となった年月日 住民となった届出年月日、１０住民となった事由、１１

住民区分（日本人、外国人）、１２世帯主情報、１３住所、１４住所を定めた年月日 住

所を定めた届出年月日、１５前住所情報 転入元住所情報 転出先住所情報、１６本籍・

筆頭者情報、１７備考欄履歴情報、１８消除情報、１９外国人住民となった年月日（外国

人住民のみ）、２０国籍（外国人住民のみ） 法３０条４５規定区分（外国人住民のみ） 

在留カード等の番号（外国人住民のみ） 在留資格情報（外国人住民のみ）、２１通称

（外国人住民のみ） 通称の記載と削除関する事項（外国人住民のみ）、２２個別記載情

報、２３転出予定者情報 除票住民票情報、２４証明書発行履歴情報 異動履歴情報、２

５住基カード発行状況 個人番号カード等情報 在留カード等情報、２６処理停止情報、

２７旧氏情報 


